
 

保 育 士 さ ん 募 集 
 

 

職種              資格            年齢 

生活指導専門員（保育士）     保育士           年齢制限該当事由 不問 

一時保護所 会計年度任用職員  児童指導員（あれば尚可） 

  

労働時間：８時３０分～１７時１５分時間外労働なし           仕事内容 

(月１６日以内かつ週３６時間４５分以内)       *一時保護所：女子寮勤務 

休日：土曜日・日曜日・祝日 その他 週休２日制       ・午前に入所児の幼児保育 

（６ヶ月経過後の年次有給休暇日数７日）         （２歳～５歳児） 

加入保険：雇用・労災・健康・厚生              ・児童の生活指導、余暇活動 

通勤手当：支給（片道２㎞未満は不支給）駐車場あり      ・その他、職員の補助業務 

 

賃金・手当               雇用期間 

時間（a＋b） 1,040円～1,330円     令和６年４月～令和６年３月３１日 

通勤手当               契約更新の可能性 

実費支給  日額 １９００円       あり  

賃金締切日              最長３年間。２回を超える再度の 

固定（月末）              任用が原則ありません 

賃金支払日              

固定（月末以外） 翌月１０日 

 

会社の特徴 

児童相談所は県の行政機関です。１８歳未満の子どもに関する問題について 

家族、関係機関、子ども本人からの相談に応じています。 

子ども達の健やかな成長を願って共に考え、援助しています。 

 

事業所名  

沖縄県中央児童相談所 

                            所在地 

〒９０３－０８０４  

沖縄県那覇市首里石嶺町４－４０４－２ 

                            電話番号  

０９８－８８６－２９００ 

                            担当 

                            本村 

             

 


